
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和 2年 4月 1日

社会福祉法人名 東雄福祉会

勘定科目

事
保育事業収入

借入金利息補助金収入

業 収 経常経費寄附金収入

活
入 受取利息配当金収入

動
その他の収入

事業活動収入計(1)

に 人件費支出

よ 事業晋支出

支 事務晋支出
る 出 支払利息支出

収 その他の支出

支 事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
閃施設整備等収入計(4)

旦支
設備資金借入金元金償還支出

紺i 固定資産取得支出
等 出

晏 施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)= (4)-(5) 

そ 閃その他の活動収入計(7)
0) 

［ 
支 租立資産支出
出 その他の活動支出計(8)

支 その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8) 

予備背支出 (10)

当期資金収支差額合計(ll)= (3) + (6) +(9)-(10) 

前期末支払資金残高 (12)

当期末支払資金残高 (11)+(12)

（至）令和 3年 3月 31 日

予算 (A)

136,292,000 

50,000 

10,000 

2,000 

1,283,000 

137,637,000 

105,662,000 

11,850,000 

11,070,000 

100,000 

700,000 

129,382,000 

8,255,000 

゜3,804,000 

2,100,000 

5,904,000 

△5,904,000 

゜2,000,800 

2,000,800 

△2,000,800 

OJ 

゜350,200 

34, 116, 861 

34,467,061 

決算 (B)

134,316,426 

36,806 

10,000 

867 

893,135 

135,257,234 

105,380,547 

10,818,543 

9,681,807 

73,613 

519,500 

126,474,010 

8,783,224 

゜3,804,000 

2,068,980 

5,872,980 

△5,872,980 

゜I, 954,400 

1,954,400 

△1,951,400 

955,844 

34, 116, 861 

35,072,705 

差異(A)-(B) 

1,975,574 

13, 194 

゜1,133 

389,865 

2,379,766 

281,453 

1,031,457 

1,388, 193 

26,387 

180,500 

2,907,990 

△528,224 

゜゚
31,020 

31,020 

△31, 020 

゜46,400 

16,400 

△46,400 

゜△605,644 

゜△605,644 

（単位：円）

備考



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月 31 日

社会福祉法人名 東雄＿福祉会
（単位 ：円）

勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 

保育事業収益 134,316,426 133,777,890 538,536 

収 経常経費寄附金収益 10,000 10,000 

゜サ 益 その他の収益 294,925 665,568 △370,643 
I 

サービス活動収益計(I) 134,621,351 134,453,458 167,893 ビ
ス 人件費 106,755,947 95,246,338 11,509,609 
活

事業費 10,818,543 10,260,953 557,590 動
増 費 事務費 9,681,807 9,980,622 △298,815 
減 用 減価償却晋 12, 198, 565 12,622,692 △424, 127 の
部 国庫補助金等特別租立金取崩額 △5,438,647 △5,438,647 

゜サービス活動黄用計(2) 134,016,215 122,671,958 II, 344,257 

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 605, 136 11,781,500 △11, 176, 364 

サ 借入金利息補助金収益 36,806 52,746 △15,940 
l 

収 受取利息配当金収益 867 758 109 
ビ

益
ス その他のサービス活動外収益 598,210 1,300,794 △702, 58'1 
活 サービス活動外収益計(4) 635,883 1,354,298 △718,415 
動
外

冒
支払利息 73,613 105,192 △31,879 

塁 その他のサービス活動外費用 519,500 540,900 △21,400 

の サー ビス活動外晋用計(5) 593, 113 646,392 △53,279 
部 サービス活動外増減差額(6)= (4)-(5) 42,770 707,906 △665, 136 

経常増減差額(7)= (3) + (6) 647,906 12,489,406 △11,841,500 

特 収益特別収益計(8)

゜ ゜ ゜> 1mt 特別費用計(9)

゜ ゜ ゜特別増減差額(10)= (8)-(9) 

゜ ゜ ゜当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 647,906 12,489,406 △11,841,500 

>
前期繰越活動増減差額(12) 35,360,067 36,870,661 △l, 510,594 

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 36,007,973 49,360,067 △13,352,094 
動

その他の稼立金取崩額 (15)

> ゜ ゜ ゜その他の稽立金租立額 (16) 1,000,000 14,000,000 △13,000,000 
額

次期繰越活動増減差額(l7)=(13) + (14)+(15)-(16) 35,007,973 35,360,067 △352,094 



社会福祉法人名 東雄福祉会

資 産 の

当年
度末

流動資産 42,927,811 

現金預金 32,221,363 

現 金 84,608 

普通預金 32,136,755 

事業未収金 6,759,580 

未収金 63,678 

未収補助金 3,453,706 

立替金 241,484 

前払費用 188,000 

前払費用（支払資金） 188,000 

仮払金

゜その他の流動資産

゜資金諸口

゜

固定資産 455,517,955 

基本財産 332,755,107 

土地 184,464,930 

建物 148,290,477 

建物（取得価額） 257,250,620 

建物（減価供却累計額） △108,960,143 

その他の固定資産 122,762,548 

土地 48,019,950 

柄築物 4,866,848 

構築物（取得価額） 35,236,771 

措築物（減価償却累計領） △30,369,923 

車輌運搬具 2 

車柄遮搬具（取得価額） 275,800 

車柄述搬具（減価iff却累計額） △275,798 

器具及ぴ備品 6, 173, 147 

器具及び伽品（取得価額） 28,375,770 

器具及び伽品 (t.Hdli｛バ却累計額） △22,202,623 

ソフトウェア 97,201 

ソフトウェア（取得価額） 4,439,000 

ソフトウェア（祓価俯却累計額） △4,341,799 

退職給付引当資産 7,365,400 

人件晋桔立資産 32,500,000 

保育所施設・設伽幣伽科立沓荘 23,710,000 

資産の部合計 498,'1'15, 766 

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月 31 日現在

（単位：円）

部 負 債 の 部

言 増 減
当年 前年

増 減度末 度末

40,845,639 2,082,172 流動負債 15,250, 106 13,702,778 1,547,328 

23,158,831 9,062,532 事業未払金 508,724 535,410 △26,686 

108,976 △21,368 1年以内返済予定設備資金借入金 3,801,000 3,80'1,000 

゜23,049,855 9,086,900 未払費用 5,955,072 4,887,357 ¥, 067, 715 

11,336,880 △4,577,300 預り金

゜ ゜ ゜352,981 △289,303 職員預り金 1,391,310 1, 306, 011 85,299 

5,225,256 △I, 771,550 職貝預り金（健康保険） 319,890 305,044 14,846 

327, 811 △86,327 職貝fitり金（原生年金） 538,020 508,004 30,016 

443, 880 △255,880 識貝預り金（屈用保険）

゜ ゜ ゜443,880 △255,880 職員預り金（所得税） 136,400 164, 163 △27,763 

゜ ゜
職員預り金（住民税） 238,100 220,600 17,500 

゜ ゜
職員頚り金（共助会掛金） 127,100 72,200 55,200 

゜ ゜
職貝預り金（共助会会¥Ji:)

゜ ゜ ゜職貝預り金（財形貯苦） 20,000 20,000 

゜職員Hiり金（孫l.l.1会会役） 11,500 12,000 △500 

職員預り金（その他）

゜
4,000 △4,000 

仮受金

゜ ゜ ゜賞与引当金 3,591,000 3,170,000 '121,000 

職員貨与 3, 115, 000 2,750,000 365,000 

法定福利費 476,000 420,000 56,000 

463,825,540 △8,307,585 固定負債 21,313,400 24,295,400 △2,982,000 

341,878,952 △9,123,545 設備資金借入金 13,948,000 17,752,000 △3,801,000 

184,464,930 

゜
退職給付引当金 7,365,400 6,543,400 822,000 

157,414,022 △9,123,545 県共済会退職給与引当金 7,365,400 6,543,400 822,000 

257,250,620 0負債の部合計 36,563,506 37,998,178 △1. 434. 672 

△99,836,598 △9,123,545 純 資 産 の 部

121,946,588 815,960 基本金 276,342,485 276,342,485 

゜18,019,950 

゜
第一号基本金 270,773,600 270,773,600 

゜6,082,503 △1,215,655 第三号基本金 5,568,885 5,568,885 

゜35,236,771 0国庫補助金等特別耕立金 94,321,802 99,760,449 △5,438,647 

△29,151,268 △l, 215, 655 その他の手知立金 56,210,000 55,210,000 1,000,000 

2 

゜
人件狸桔立金 32,500,000 31,500,000 ¥, 000, 000 

275,800 

゜
保育所施設・設伽整備和立金 23,710,000 23,710,000 

゜△275,798 0次期繰越活動増減差額 35,007,973 35,360,067 △352,094 

5,758,333 414,814 （うち当期活動増減差額） 647,906 12,489,406 △11,841,500 

26,306,790 2,068,980 

△20,548,457 △1, 654, 166 

302,400 △205,199 

4,439,000 

゜△4,136,600 △205,199 

6,543,400 822,000 

31,500,000 1,000,000 

23,710,000 0純資産の部合計 461,882,260 466,673,001 △4,790,741 

504,671,179 △6,225,'113 負債及び純資産の部合計 198,115,766 504,671,179 △6,225,413 



計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産—定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金ー埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に偏えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

3．重要な会計方針の変更
該当なし

4.法人で採用する退職給付制度
•独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため省略
(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア本部拠点区分（社会福祉事業）
「本部拠点区分のみのためサービス区分は設けていない」

イまごやま保育園拠点区分（社会福祉事業）
「保育事業のみのためサービス区分は設けていない」

ウ収益事業区分（収益事業）
「収益事業のみのためサービス区分は設けていない」

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

157,414,0 

341,878,9 

：円）

一品
64,930 

148,290.417 

＿□ 
332.755.407 

別紙1

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金取崩し
まごやま保育菌拠点区分において給食室暖冷房設備の故障による処分に伴い、国庫補助金等特別積立金110,200円を取崩し1

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）

建物（f+本財産）

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備，＋金借入金(1年以内返済予定額を含む：

184,464,930円
148,290.477円
332,755、407閂

17,752,000円
17,752.000閂



9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
貸借対照表参照

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

1ぎ言
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳
前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられた
ものの内訳は以下の通りである
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社会福祉法人 東雄福祉会

平成 29年 1月4日付けで申請のあった定款の変更については、社

会福祉法（昭和 26年法律第45号）第43条第 2項で準用する同

法第 32条の規定により、申請のとおり認可します。

平成 29年 2月 8日

鴻巣市長 原口 和



社会福祉法人東雄福祉会定款

第1章総則

（目的）

第 1条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を

尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつ

つ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第二種社会福祉事業

保育所の経営

（名称）

第2条 この法人は、社会福祉法人東雄福祉会という。

（経営の原則等）

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正

に行うため、自主的にその経営基盤の強化を医るとともに、その提供する福祉サービスの質の

向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の子育て世帯、地域の独居高齢者、経済

的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するも

のとする。

（事務所の所在地）

第4条 この法人の事務所を埼玉県鴻巣市栄町7番 24号に置く。

第2童評議員

（評議員の定数）

第5条 この法人に評議員を 7名以上 10名以内置く。

（評議頃の選任及び解任）

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任

委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員 1名、外部委員 1名の合計3名で構成する。

3 選任｛侯補者の推膊及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営につい

ての細則は、理事会において定める。

4 選任｛侯補者の推榔及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と

判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただ

し、外部委員の 1名以上が出席し、かつ、外部委員の 1名以上が賛成することを要する。

（評議員の任期）

第7条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の

任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

ー



（評議員の報酬等）

第8条評議員に対して、各年度の総額が 1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に

定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章評議員会

（構成）

第9条評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

（権限）

第 10条評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事亜びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）
第 11条評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に 1回開催するほか、必要がある場合に開

催する。

（招集）
第 12条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集

する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の

招集を請求することができる。

（議 長）

第 13条評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

（決議）
第 14条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

が出席し、そ⑬酋半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く

評議員の 3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わな

ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 16条に定める定数を上回る場合には、

過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する

こととする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができ

るものに限る。）の全員が書面又ぱ竜磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の

決議があったものとみなす。

（議事録）

第 15条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印す

ることとする。

第4章役員及び職員

（役員の定数）

第 16条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 6名以上8名以内

(2)監事 2名以上

2 理事のうちー名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、 1名を業務執行理事とする。

（役員の選任）

第 17条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第 18条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるとごろにより、この法人を代表し、その業務を執行し、

業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執

行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第 19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状

況の調査をすることができる。

（役員の任期）

第 20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第 16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有

する。

（役員の解任）

第 21条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ

とができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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（役員の報酬等）

第 22条理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会におい

て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報醜等として支給することができる。

（職員）

第 23条この法人に、職員を置く。

2 この法人の設饂経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会に

おいて、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章理事会

（構成）

第24条理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第 25条理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては

理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

（招集）

第26条理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（議長）

第27条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（決緞）
第 28条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。

2 仰頁の犀にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議

を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第29条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章資産及び会計
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（資産の区分）

第 30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と収益事業用財産、その他財産の3種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)埼玉県鴻巣市栄町81番 3所在のまごやま保育園敷地

(1筆 3,431.54平方メートル）

(2)埼玉県鴻巣市栄町81番地3所在の鉄骨造陸屋根2階建まごやま保育園園舎 1棟

(645.97平方メートル）

(3)埼玉県鴻巣市栄町 81番地3所在の鉄筋造亜鉛メッキ鋼板鉦平家建まごやま保育園園舎

1棟

(182.00平方メートル）

(4)埼玉県鴻巣市栄町81番地3所在の木造瓦査平家建まごやま保育園園舎l棟

(98.76平方メートル）

3 その他財産は、基本財産、収益事業用財産以外の財産とする。

4 収益事業用財産は、第38条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとら

なければならない。

（基本財産の処分）

第 31条基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得

て、鴻巣市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、鴻巣市長の

承認は必要としない。

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施

設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備の

ための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対し

て基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

（資産の管理）

第 32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価

証券に換えて、保管する。

（事業計画及び収支予算）

第 33条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、

理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所ばェび従たる事務所）に、当該会計年度が終了するま

での間備え骰き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第 34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成

し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）

(5)貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書

(6)財産H録
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2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類にっいては、定

時評議員会に提出し、第 1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、

承認を受けなければならない。

3 第 1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え

置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え麗き、一般

の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

（会計年度）

第 35条 この法人の会計年度は、毎年4月 1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

（会計処理の基準）

第 36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお

いて定める経理規程により処理する。

（響の措圏

第 37条予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放乗をしようとす

るときは、理事総数の 3分の2以上の同意がなければならない。

第 7章収益を目的とする事業

（種別）

第 38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。

(1)東雄福祉会駐車場の設置経営

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の 3分の2以上の同意を得なければな

らない。

（収益の処分）

第 39条前条の規定によって事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業に充てるもの

とする。

第8章 解 散

（解散）

第40条 この法人は、社会福祉法第46条第1I彫窮1号及び第3号から第6号までの解散事由によ

り解散する。

（残余財産の帰属）

第41条解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議

を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出さ

れたものに帰属する。

第 9章定款の変更

（麟の変更）

第 42条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、鴻巣市長の認可（社会福

祉法第45条の 36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けな

ければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を鴻巣市

長に届け出なければならない。

第 10章公告の方法その他

（公告の方法）

第 43条 この法人の公告は、社会福祉法人東雄福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞

又は電子公告に掲載して行う。

（施行細則）

第 44条 この定款の施行についての細刷は、理事会において定める。

附則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定

款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長福島常ニ

理事石川栄一

＂ 高野計二

II 堀越千代次

＂ 保泉利喜之助

II 栗原博

監事市田俊彦

II 小林昭一

附則

この定款は、昭和62年 3月 22日から施行する。

この定款は、平成 10年 7月24日から施行する。

この定款は、平成 11年 3月26日から施行する。

この定款は、平成 19年2月 15日から施行する。

この定款は、平成 19年 11月 16日から施行する。

この定款は、平成21年 3月2日から施行する。

この定款は、平成24年 11月8日から施行する。

この定款は、平成29年4月 1日から施行する。
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定 款 細 則

社会福祉法人東雄福祉会

平成29年4月1日施行
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社会福祉法人東雄福祉会の定款施行細則

第1章総則

（目的）

第1条 この定款施行細則は、社会福祉法人東雄福祉会（以下「法人」という。）が法令及び定款の定めに

従って適切な法人運営を行うため、法人の運営管理及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章評議員

（評議員の改選時期）

第2条評議員の改選は、在任する評議員の任期満了前に行わなければならない。

（評議員の選任候補者の提案をするときの事前・認資料）

第3条評議員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、当該評議員の

選任候補者として予定している者から次の資料を徴さなければならない。

(1)履歴書

(2)成年被後見人又は被保佐人としての登記がされていない旨の証明書

(3)身分証明書

(4)その他評議員の欠格事由、兼職禁止、特殊関係者に該当しないことを確認するために必要な資料

2 在任する評議員を選任候補者として提案する場合は、前項第3号の規定は適用しない。

（就任承諾書の提出等）

第4条 評議員選任・解任委員会で評議員として選任された者は、ただちに就任承諾書を提出しなければな

らない。

2 就任承諾書が提出された場合は、前条第1項の資料とともに個人情報保護に留意して保管しなければな

らない。

3 前条第1項の資料を徴した者のうち、評議員（補欠を含む。）に選任されない者があった場合には、前

条第 1項の資料を当該者に返却しなければならない。

（中途辞任）

第5条 評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ理事長に書

面で届け出なければならない。

（評議員の解任の提案をしようとするときの手続）

第6条評議員選任・解任委員会に評議員の解任の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催

前に、解任しようとする評議員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を付与しなければならない。

2 当該評議員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」とい

う。）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

3 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない。

4 当該評議員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。
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（欠員の補充）

第 7 条評議員に欠員が生じた場合又は在任する評議員力遠目〖の人数を超えない人数となった場合は、速や

かに補充選任を行うものとする。

（評議員名簿）

第8条 理事長は、評議員の選任後速やかに評議員名簿を作成し、主たる事務所に5年間及び従たる事務所

に3年間備え置くものとする。

第3章評議員会

（報告事項）

第9条評議員会へ報告すべき事項は次のとおりとする。

(1)事業報告

(2)監督官庁力淳現5した検査又は調査の結果（改善指示がある場合は、その改善状況）

(3)その他、法令の定めに従い、理事及び監事が、評議員から報告を求められた事項

（評議員会の招集）

第 10条評議員会の招集は、次の招集事項を記載した書面により招集日の 1週間前までに通知するものと

する。

(1)評議員会の日時及び場所

(2)評議員会の目的である事項（議題）

(3)議案の概要

(4)定時評議員会の招集にあっては、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び事業報告並びに監査報

告＜ （会計監査報告を含む） ＞ 

2 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることな

く開催することができる。

（評議員会の運営）

第11条評議員会に議長を置き、議長はその都度選任するものとする。

2 評議員会の決議（特別決議を除く。）は、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。

3 評議員会は、必要があるときは、職員等関係者の出席を求め、議案の内容等について説明させることが

できる。

（議事録）

第12条評議員会の議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1)評議員会の日時及び場所

(2)議事の経過の要領及びその結果

(3)特別の利害関係を有する評議員の氏名

(4)社会福祉法施行規則第2条の 15第3項第4号に規定する監事＜又は会計監査人＞の意見等

(5) 出席した評議員、理事又は監事く、監事又は会計監査人＞の氏名又は名称
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(6)議長の氏名

(7)議事録を作成した者の氏名

2 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に評議員会の議事の経過及び結果を記録させるこ

とができる。

3 作成した議事録は、次回の評議員会で各評議員に供覧するものとする。

4 議事録は、議案書、報告書並びにそれらの説明のための参考資料を添付して、評議員会の日から 10年

間主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを評議員会の日から 5年間従たる事務所に備え置

くものとする。

（欠席者への報告）

第13条理事長は、評議員会に欠席した評議員に対して議事の概要及び決議結果を記載した書面を評議員

会終了後14日以内に送付するものとする。

第4章役員

（役員の改選）

第14条役員の改選は、在任する理事及び監事の任期満了前に行わなければならない。

（役員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料）

第15条評議員会に役員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、当

言亥役員C凜任侑讃者として予定している者から次の資料を徴さなければならない。

(1)履歴書

(2)成年被後見人又I.ti疲保佐人としての登記がされていない旨の証明書

(3)身分証明書

(4)その他役員の欠格事由、兼職禁止、特殊関係者に該当しないことを確認するために必要な資料

2 在任する役員を選任候補者として提案する場合は、前項第3号の規定は適用しない。

（就任承諾書の提出等）

第16条評議員会で役員として選任された者は、ただちに就任承諾書を提出しなければならない。

2 就任承諾書力屯記共5れた場合は、前条第1項の資料とともに個人情報保護に留意して保管しなl廿uまな
らない。

3 前条第1項の資料を徴した者のうち、役員（補欠を含む。）に選任されない者があった場合には、前条

第1項の資料を当該者に返却しなければならない。

（中途辞任）

第17条 役員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ理事長に書

面で届け出なければならない。

（役員の解任）

第18条役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、当該役員を解任することがで

きる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
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(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の解任の提案をしようとするときの手続）

第19条評議員会に役員の解任の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、解任しよ

うとする役員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を付与しなければならない。

2 当該役員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又l埠正拠物（以下「証拠書類等」という。）

を提出し、又I胡痔贔1の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

3 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない。

4 当該役員は、前項の聴聞鯛書の閲覧を求めることができる。

（欠員の補充）

第20条理事又は監事に欠員が生じた場合は、すみやかに補充選任を行うものとする。

（役員名簿）

第21条理事長は、役員の選任後速やかに役員名簿を作成し、主たる事務所に5年間及び従たる事務所に

3年間備え置くものとする。

第5章理事会

（法人の業務執行の決定）

第22条理事会で決定すべき法人の業務（お欠のとおりとする。

(1)事業計画、予算

(2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(3)事業報告、決算

(4)定款の変更

(5)社会福祉施設の許認可関係

(6)施設長等の任免その他重要な人事

(7)基本財産の取得・処分、担保提供等

(8)金銭の借入

(9)法人の運営に関する規則の制定及び変更

(10)施設用財産に関する契約その他主要な契約

(11)寄附金の募集に関する事項

(12)合併、解散、解散した場合における残余財産の帰属先の選定

(13)新たな事業の経営又は受託

(14)社会福祉充実計画の策定

(15)評議員選任・解任委員会の運営、評議員選任候補者の推薦及び解任の提案

(16)その他日常の業務として理事会が定める理事長の専決事項以外の全ての法人の業務に関する事項

（報告事項）

第23条理事会へ報告すべき法人の業務（お欠のとおりとする。

(1)理事長＜及び業務執行理事＞の職務の執行の状況
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 (2) 監督官庁が実施した検査又I~周査の結果（改善指示がある場合は、その改善状況）

(3)その他役員から報告を求められた事項

（理事会の招集）

第24条理事会の招集は、次の招集事項を記載した書面により招集日の 1週間前までに各理事及び各監事

に通知するものとする。

(1)理事会の日時及び場所

(2)議題

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経るこ

となく開催することができる。

（理事会の運営）

第25条理事会に議長を置き、議長はその都度選任するものとする。

2 理事会の決議（特別決議を除く。）において、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。

3 理事会は、必要があるときは、職員等関係者の出席を求め、議案の内容等について説明させることがで

きる。

（議事録）

第26条理事会の議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1)理事会の日時及び場所

(2)社会福祉法施行規則第2条の 17第3項第2号に定める方法で招集されたときは、その旨

(3)議事の経過の要領及びその結果

(4)特別の利害関係を有する理事の氏名

(5)社会福祉法施行規則第2条の 17第3項第5号に規定する意見又は発言の概要

(6)出席した理事及び監事の氏名

く (7)出席した会計監査人の氏名又は名称＞

(8)議長の氏名

(9)議事録を作成した理事の氏名

2 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に理事会の艤事の経過及び結果を記録させること

ができる。

3 作成した議事録は、次回の理事会で各理事及び各監事に供覧するものとする。

4 議事録は、議案書、報告書並びにそれらの説明のための参考資料を添付して、理事会の日から .10年間

主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを理事会の日から 5年間従たる事務所に備え置くも

のとする。

（欠席者への報告）

第27条理事長は、理事会に欠席した理事及び監事に対して議事の概要及び決議結果を記載した書面を理

事会終了後14日以内に送付するものとする。

第28条理事長は、会計年度終了後1月以内に計算書類（貸借対照表及び収支計算書）、事業報告及びこ

れらの附属明細書並びに財産目録を作成し、監事に提供するものとする。

（監事の監査）

第29条監事は、前条の資料を受領した日から 4週間以内に、監査を実施し、理事長に対し、監査報告の

内容を通知しなければならない。

（監査報告の内容）

第30条 前条の監査報告の内容は、次のとおりとする。

(1)監査の日時及び場所

(2)監査の方法及びその内容

（3)計算書類及びその附属明細書が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要

な点において適正に表示しているかどうかについての意見

(4)追記情報（会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象）

(5)事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該社会福祉法人の状況を正しく示しているかど

うかについての意見

(6)理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、

その事実

(7)監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(8)社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備（内部管理体制の整備）がある場合に

おいて、・当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

(9)監査報告を作成した日

（備え置き）

第31条第28条の資料並びに監査報告は、理事会の承認を受け、定時評議員会の2週間前の日から 5年

間主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを定時評議員会の2週間前の日から 3年間従たる

事務所に備え置くものとする。

（囀員への提供）

第32条理事長は、9 定時評議員会の招集通知に際して、評議員に対し、計算書類及び事業報告並びに監査

報告を提供するものとする。

第7章事務の専決

第6章決算・監査

（事務の専決）

第33条定款第 18条の規定により理事長が専決することのできる事項は、別表1のとおりとする。

2 理事長が専決することのできる事項については、その一部を＜業務執行理事又は＞施設長の専決事項と

することができる。

（資料の作成）
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（専決の報告）

1

、
第34条理事長、業務執行理事又1訪褪皮長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められ

る事項については、理事長く及び業務執行理事＞の自己の職務の執行の状況の報告の中で理事会に報告し

なければならない。

2 業務執行理事又は施設長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項について

は、速やかに理事長に報告しなければならない。

附則

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

く別表1>
I 理事長専決事項

1. 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免

2 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得な

い特別の理由があると認められるもの（法人運営に重大な影響があるものを除く）

3 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの

4 工事又は製造の請負については、 100万円以上250万円未満の契約、食料品・物品等の買入については

100万円以上 160万円未満の契約を締結すること

5 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出で予算計上されていない1件160万円未満の

もの

6 その他財産（土地、建物及び補助事業により取得した設備を除く）のうち、損傷その他の理由により、

不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる取得価格が1件500万円未満のもの

の処分に関すること

ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く

7 予算上の予備費の支出 ．

8 寄附金の受入れに関する決定（法人運営に重大な影響があるものを除く）

9 役員及び施設長の旅行命令及び復命に関すること

10 施設長の服務に関する諸願いの許可又は承認に関すること

11 職員の昇給・昇格に関すること

12 各種証明書の交付に関すること

13 行政官庁からの照会に関すること（定例又は軽易な事項は除く）

II 業務執行理事専決事項

（必渥Eに応じて定める。）

llI 施設長専決事項

1 所属職員の職務分担、勤務体制及び福利厚生に関すること

2 所属職員の旅行命令及び復命に関すること

3 所属職員の時間外命令及び休日勤務命令に関すること

4 所属職員の服務に関する諸願いの許可又Iお辰認に関すること

5 臨時職員の任免に関すること

6 所疇員の扶養手当、通勤手当及び住宅手当の認定及び支給額の決定に関すること ．

7 人件費及び厚生経費に関する予算の執行並びにその他の科目で予算に計上された 1件の予算執行額が

100万円未満の契約を締結すること

8 収入（寄附金を除く）事務に関すること

9 利用者の日常の処遇に関すること

10 利用者の預り金の管理に関すること

11 行政官庁からの照会に関すること（定例又I埠至易な事項に限る）

12 その他定例又1埠至易な事項
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役員の報酬に関する規定

（趣旨）

第 1条 この規定は、社会福祉法人東雄福祉会定款第 8条の規定に基づき、報

酬の支給対象となる役員、報酬の額及びその支給方法。

（報酬の支給対象）

第2条 報酬は、評議員会・理事会に出席した役員（評議委員・理事・監事・評

議員選任解任委員が対象）にのみ支給するものとし、欠席した役員に就いては、

支給しないものとする。

（報酬額と支給方法） ． 

第3条 報酬額は、評議員会・理事会への出席毎に 2,000円を現金にて支給す

る。

（報酬受領の証）

第4条 役員報酬を受領した役員は、評議員会・理事会毎に法人が作成する出

席役員名簿に受領の証として押印するものとする。

（改廃）

第5条 この規定の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

付則

この規定は、平成 29年 4月1日から施行する。



理事名簿

氏 名

福 島 憲 基

樋上雅人

大久保毅

近江千代子

塚越秀夫（新任）

梶田美穂（新任）

任期： 2年、但し

保護者会会長の任期は 1年

監事名簿（重任）

一氏 名

吉田哲夫

市田俊彦

任期： 2年


	doc03013620210514180405
	バインダー1
	doc03013520210514175957
	d48e8e8f34ed772747cd78034a4a688
	2a0064bb5cbf0a3df0b9de0f6426808.pdf
	teikan
	doc20180109080702
	doc20180109080807
	doc20180109080847
	doc20180109080919
	doc20180109080956
	doc20180109081028
	doc20180109081140
	doc20180109081213
	doc20180109081242
	doc20180109081317

	doc20180111122531

	doc01670820200130133533.pdf



